
茅ヶ崎市職の設置等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月２９日

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

茅ヶ崎市規則第１６号

茅ヶ崎市職の設置等に関する規則の一部を改正する規則

茅ヶ崎市職の設置等に関する規則（平成２年茅ヶ崎市規則第１号）の一部を次のように

改正する。

別表第６技能労務統括主査の項の次に次のように加える。

技能労務上級主 上司の命を受け、技能的又は労務的業務を処理する。

査

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


